
川俣精機㈱の川俣精機㈱の

化学物質管理と化学物質管理と

リスクコミュニケーションリスクコミュニケーション

阿武隈の美しい自然を守るため，阿武隈の美しい自然を守るため，
地域社会との協調・連帯を図って活動します。地域社会との協調・連帯を図って活動します。

相互理解の促進のため，積極的な
情報開示とコミュニケーションを行います。

当社環境保全基本方針より当社環境保全基本方針より



報告の順序報告の順序

１．会社紹介１．会社紹介

２．２．環境保全基本方針と活動環境保全基本方針と活動

３．３．製品紹介（製品と化学物質の係わり）製品紹介（製品と化学物質の係わり）

４．化学物質の使用と管理状況４．化学物質の使用と管理状況

５．リスクコミュニケーションの取り組み５．リスクコミュニケーションの取り組み

６．今後の課題と取り組みについて６．今後の課題と取り組みについて



川俣精機㈱の概要川俣精機㈱の概要
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・創立・創立 ：： １９４３（昭和１８）年（創立６４周年）１９４３（昭和１８）年（創立６４周年）

・資本金・資本金 ：： ２．７５億円２．７５億円
・従業員・従業員 ：： ２００人２００人 （（0606年年1010月）月）
・敷地・敷地 ：： ３１，５６０㎡３１，５６０㎡

・建物・建物 ：： １１，１０７㎡１１，１０７㎡

・工場・工場 ：： 本社工場：事務，素材加工部門本社工場：事務，素材加工部門

富田工場：組立部門富田工場：組立部門

ISOISO登録登録 ：： ISOISO１４００１は１９９９年に審査登録１４００１は１９９９年に審査登録

川俣精機㈱の所在地川俣精機㈱の所在地

福島県川俣町福島県川俣町

人口人口 16,70016,700人人
規模規模 ５６億円５６億円
（（’’0606年度一般会計予算）年度一般会計予算）

面積面積 128128ｋ㎡ｋ㎡

本社工場本社工場

本社工場

富田工場富田工場

““安全・環境・遵法・地域貢献は会社経営の安全・環境・遵法・地域貢献は会社経営の

ベースとして積極的に取り組んでいますベースとして積極的に取り組んでいます““

報告順序 １．

福島市から太平洋に向
かって約２０ｋの地にあり

阿武隈山地の南部に位置



川俣精機㈱環境保全基本方針（骨子）川俣精機㈱環境保全基本方針（骨子）

①環境保全を経営の重要課題の一つとして取り組みます。

②環境負荷の低減，汚染の防止を図ります。

③環境保全に関する法令を順守します。

④従業員の環境意識をより高め，全員で取り組みます。

⑤環境調和型製品を開発します。

⑥地球温暖化防止，資源の有効活用，化学物質管理な
どすべてのプロセスで環境負荷の低減に取り組みます。

⑦阿武隈の美しい自然を守るため,地域社会との協調･連
帯を図って活動します。

⑧地域社会との相互理解の促進のため，積極的な情報開
示とコミュニケーションを行います。

報告順序 ２．



主力製品紹介主力製品紹介

製品名： 直流電動機直流電動機

特 長：

・ギア付、ﾌﾞﾚｰｷ付、縦型等あらゆる

ニーズにお応え致します。

・他社製品の修理・巻替も対応します。

用途例：業種別

鉄鋼・製紙・化学・荷役機械

セメント工業・水道・工作機械

定 格：

製作範囲 ５ｗ～１２００ｋＷ

外 観：

荷役機械用

製鐵／製紙用

電力補機用

今後も直流機を製作・修理継続する今後も直流機を製作・修理継続する
日本唯一の製造メーカー日本唯一の製造メーカー

川俣精機川俣精機

製鉄用

縦型電動機

報告順序 ３．



PRTR物質排出量・移動量推移

0
1
2
3
4
5
6
7

トルエン（排出量） 3.3 6.1 6.3 4.6 4.9

　　　　　（移動量） 0.3 0.6 0.7 0.6 0.6

キシレン（排出量） 2.4 1.3 1.8 2.7 4.4

　　　　　（移動量） 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5

2001 2002 2003 2004 2005

量（ﾄﾝ）

化学物質の管理状況化学物質の管理状況

【特定化学物質】

第一種指定化学物質 354 物質
第二種指定化学物質 81 物質
福島県条例指定物質 100 物質

計 535 物質

【取扱物質】

9物質
１物質
１物質

計 11物質

【使用状況】

＊PRTR法及び福島県条例の指定物質中
当社の該当は11物質です。
＊移動・排出量の届出は２物質です。

化学物質の使用量

年間の使用量は25 ｔ／’０５年度です

PRTR物質排出量・移動量推移

’０５年度の排出量はトルエン4.9 ｔ・キシレン 4.4 ｔです。

製造量と化学物質使用量推移

0

10

20

30

塗料 2.8 2.5 3.5 3.8 4.3

樹脂 7.2 6.8 8.9 8.8 8.9

溶剤 11 10.7 12.3 11.5 12

総量 21 20 24.7 24.1 25.2

生産高 22 24 27 27 28

2001 2002 2003 2004 2005

　 量
 （トン）

生産額
 (億円）

溶剤
52％

溶剤
54％

溶剤
50％

溶剤
48％

溶剤
48％

樹
脂
34

樹脂
34％

樹脂
36％ 樹脂

36％
樹脂
35％

塗料
14％

塗料

12％

塗料

14％
塗料

16％

塗料

17％

報告順序 ４．



化学物質管理の仕組み化学物質管理の仕組み
開発・製品設計での源流管理で特定化学物質の削減に努力しています。開発・製品設計での源流管理で特定化学物質の削減に努力しています。

環境担当環境担当調達調達技術部技術部営業部営業部

製
品
開
発

製
品
設
計

購
入

開発テーマ選定

客先仕様決定

開発商品化企画 商品化企画審議

見積設計

環境仕様決定客先仕様確認

受注発番

（既存製品含） 図面・工作仕様・材料・指定

MSDSデータベース検索

特定化学物質の代替検討

新規原材料・化学物質発生 新規物質申請

客先提案・承認

MSDS入手 調査使用可
否判定

材料・部品手配表発行

グリーン調達

情報入手 情報入手

環境担当環境担当調達調達技術部技術部営業部営業部

報告順序 ４．



““化学物質等の新規使用に先立ち特定化学物質の使用を制限し，関化学物質等の新規使用に先立ち特定化学物質の使用を制限し，関系系法令を順守するため法令を順守するため

事前評価を行っています。事前評価を行っています。””

必要に応じ検証
実施

事前評価

新規購入部門

MSDS入手

環境担当 総務担当

事前評価

労衛法

安衛委員会

産業医参画

環境担当

評価の判定

安全性・関係法令

・化審法
・PRTR法
・RoHS指令等

新規化学物質管
理カード発行

安衛責任者承認

環境副責任者承認
（総合確認）

管理物質に登録

採用可否

消防法

報告順序 ４．

化学物質管理の仕組み管理の仕組み（事前評価制度）（事前評価制度）



化学物質情報の共有化化学物質情報の共有化

環境･化学物質に関する情報はパソコンからのﾃﾞｰﾀベースと職場の化学

物質管理板に情報を提供し共有化を図っています。

メーンサーバ
データベース

調達担当

設計担当

営業担当

総務担当

経営指標関係

環境実施計画管理表

品質担当

環境担当

製造

環境担当からは，右に示す情報を発信しております。

環境情報・化学物質関係

・環境省HP

・（財）環境情報化学センターHP

・未来型環境施策を創造する福島県HP

社内関係

・環境中期計画・管理指標

・目的・目標実施計画

・化学物質PRTRデータ

・MSDS検索システム

・他環境関連情報

環境担当は新着情報を
タイムリーにアナウンス
しています。

報告順序 ４．



ハンダ付けから接続レス・銀ロー付けに改善する等徹底した鉛

ハンダの削減に取り組んでいます。

鉛ハンダは’０１年度1.15ｔから’０５年度0.06ｔまで削減

‘０６／上 製品ｱｾｽﾒﾝﾄ結果に基づく改善の推進成果
大形ＤＤモータのＥＣＰ設計事例

‘‘０６０６／／上上 製品ｱｾｽﾒﾝﾄ結果に基づく改善の推進成果製品ｱｾｽﾒﾝﾄ結果に基づく改善の推進成果
大形ＤＤモータのＥＣＰ設計事例大形ＤＤモータのＥＣＰ設計事例

従従 来来
〈適用機種〉高級機ＸＤＤＭ－０１形

１．サイズ：Ｄ１４００ ×６８ Ｌ

２．体 積：０．１０５ ｍ３

３．質 量：６１ｋｇ

４．梱 包：木箱 □１６１０×３００Ｈ

（内蓋ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ付）

５．接続 ＃３ハンダ付け

改善後改善後

〈適用機種〉実用機ＸＤＤＭ－０２形

１．サイズ：Ｄ１０９０ ×６０ Ｌ

２．体 積：０．０５６ ｍ３

３．質 量：６３ｋｇ

４．梱 包：木箱 □１３００×２９０Ｈ

（内ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙなし）

５．接 続：銀ﾛｰ付け（ハンダレス化）

１．サイズ小形化による体積低減率… ４７％削減
２．梱包体積低減 … ３７％削減
３．ハンダ使用量削減 ２０ｋｇ／年間

１．サイズ小形化による体積低減率… ４７％削減
２．梱包体積低減 … ３７％削減
３．ハンダ使用量削減 ２０ｋｇ／年間

効 果
効 果

‘０７年度 見込み台数３６０台
川俣精機株式会社 技術部
川俣精機株式会社 技術部

化学物質使用職場の改善

ワニスの使用量を最少にした事例（使用量３５％削減）

化学物質使用職場の改善化学物質使用職場の改善

ワニスの使用量を最少にした事例（使用量３５％削減）ワニスの使用量を最少にした事例（使用量３５％削減）

設備導入による改善

ハンダ付けを熱圧着に改善し（ハンダ＋化学物質レス）

設備導入による改善設備導入による改善

ハンダ付けを熱圧着に改善し（ハンダ＋化学物質レス）ハンダ付けを熱圧着に改善し（ハンダ＋化学物質レス）

製品・使用・設備面から改善を行製品・使用・設備面から改善を行
ない化学物質使用量の削減に取ない化学物質使用量の削減に取
り組んでいます。り組んでいます。

含浸容器の改善

１．容器を製品に合せ角

から円筒に

２．中芯を追加して樹

脂溶解量を最少に

中芯の体積だけ、樹脂

の溶解量(使用量)を削
減した

ロータを含浸容器に挿

入し，ワニス樹脂を滴

下して浸漬けした姿

容器にセット

導入した熱圧着機

熱圧着部

ハンダ付（従来）

銅線剥離→フラックス塗布→ハンダ付→洗浄

（化学物質＋鉛ハンダ使用）

熱圧着（改善）

鉛ハンダ＋化学物質レス

改善後 鉛ハンダ１１５ｋｇ／年の削減

８００台／月×１２ヶ月＝１１５ｋｇ

フラックス（浸透剤）＋シンナー（洗浄剤）レス

報告順序 ４．



緊急時の対応訓練

施設に掲示する異常時対応手順施設に掲示する異常時対応手順 施設の目視化施設の目視化 訓練風景訓練風景

““化学物質の事故・緊急事態に備え迅速・確実・有効に化学物質の事故・緊急事態に備え迅速・確実・有効に

措置出来るよう定期的に訓練を重ねています。措置出来るよう定期的に訓練を重ねています。””

給油業者さんと共に給油業者さんと共に

化学物質流出対応訓練化学物質流出対応訓練

環境施設の管理板環境施設の管理板

異常対応備品置場異常対応備品置場

“皆さんの目･耳･鼻･口をお貸しください！”
最終放流口異常時対応手順

Ⅰ．この油・水分離槽でこんな状態は異常です。

(1) 異常事態とは。

① 油が浮いている。(少しでも)

② 臭がある。(少しでも)

③ 濁っている。異物が浮いている。

④ 水量が何時もより大分多い。

２．このような状態を見つけたら,直に｢異常事態緊急連絡網｣で

通報してください。また廻り

の人に依頼してください。

３．通報すると共に排水を遮断して下さい。
(1) 分離槽の東にある溜め枡(蓋が黄色です)の蓋をあける。

(2) 緊急備品収納箱から土嚢を出す。

(3) 溜め枡内を土嚢でふさぎ遮断する。

４．排水を遮断したら分離槽の蓋を取り発生源を処置する。

(1) 蓋は，応援を受けﾘﾌﾄを使用する。

(2) 油・悪臭等の発生源をつきとめる。

(3) 緊急備品収納箱から備品を取りだし応急処置する。

５．課長，環境担当が急行したらその指示に従う。

６．課長，環境担当者は迅速に次を行なう。

(1) 事故の規模に応じた処置出動要請を行ない次を指示する

① 発生現場処置班

② 溜め枡の監視，処置班

③ 最終放流口監視，処置班

④ 連絡員を(部会副責任者)を編成し直ちに処置を開始する。

(2) 環境担当は，最終放流口から社外への流失を確認させる。

以下(BER-0029)｢異常事態対応実施基準｣による。

“直ちに通報(廻りの人にも）・初期処置対応”

報告順序 ４．



化学物質の教育・訓練化学物質の教育・訓練

““化学物質を使用する従業員は特定作業従事者として「特別教育」を行ない，リスク，適正

な取り扱い，緊急時の対応等を教育・訓練し認定者が作業に従事しています。”

特定作業従事者の任務

＊特定作業従事者とは。

著しい環境影響の原因となる可能性を持つ作業従事者，及び法的

要求事項に関する業務の従事者で特別教育を受けた認定者を言う。

１．対象工程・施設

(1) 薬液類，鉛化合物使用職場：巻線作業・組立作業・塗装作業・FU作業
(2) 法的要求事項(当社環境法令等登録表)に係わる施設の管理者,取扱者,
検証員等

２．特定作業従事者の認定

(1) 特別教育を受講した者
(2) 特定作業に従事する力量を評価し登録された者

３．特定作業従事者の任務

環境に与える負荷が大きいことを認識した行動

(1) 法的要求事項を理解し順守する。
・検証活動・順守評価表による管理

・登録施設の適切な運用，及び管理

(2) MSDS(化学物質安全デ－タシ－ト)を理解した管理と行動
・作業標準の理解と遵守（取扱，作業，保管，異常対応等～）

・負荷を低減する作業改善

・異常想定訓練 2回／年

４．異常が見える管理，訓練，点検記録，整理・整備で安心感のあ
る職場づくり。

５．環境をはじめ，より良き住民として地域社会に貢献する。

教育資料 教育資料 川俣精機㈱(環)職場の「化学物質管理」で特定作業従事者への教育風景

特定作業従事者の認定（認定者が作業に従事）

化学物質の取扱者は，特定作業に従事していることを認識し適正
に管理出来る能力を有している作業者を認定・登録している。

報告順序 ４．



“’“’０４年０４年リスクコミュニケーションのリスクコミュニケーションの

必要性を自覚し取り組みの意志決定を行なう。”

２００６年４月

２００５年４月

２００４年１１月

２００７年４月

リスクコミュニケーシ

ョンの必要性を自覚

取組みの準備開始

第一段階の取り組み

第二段階の取り組み
（第三段階）

第三段階の充実に向
け取り組み中

２００５年４月開催に
向け準備開始

２００４年 ６月
２００４年 ９月
２００４年１１月

PRTR活用セミナ出席
県推進セミナ‐出席
県意見交換会出席

・春のレクリェ－ション
・工場見学会開催

・地域説明会開催
・春のレクリェ－ション

活動が浸透し地域
との交流が深まる

参加者が少なく常
日頃の交流の大切
さを自覚 地域交流・地域へ

の発信・内部体制
の整備

次回に向け準備
地域説明会の充実
関係機関との連携

報告順序 ５．

取組み年月 実施項目 内 容 課 題 課題への取組み



当社は県のリスクコミュニケーション推進セミナー・意見交換会等で必要当社は県のリスクコミュニケーション推進セミナー・意見交換会等で必要
性を自覚し性を自覚し’’０４年より取り組み（準備）を開始した。０４年より取り組み（準備）を開始した。

具体的にどう取り組みを行なうか。具体的にどう取り組みを行なうか。

地域との交流にブランクがあり，地域との交流にブランクがあり，
一挙のリスクコミュニケーションには無理があると判断した。一挙のリスクコミュニケーションには無理があると判断した。

＊県の推進セミナーで＊県の推進セミナーで 「「出来ることから始めて欲しい」出来ることから始めて欲しい」との指との指

導を基に段階的に取り組むことにした。導を基に段階的に取り組むことにした。

・第一段階の例・第一段階の例::工場見学工場見学,,夏祭り夏祭り,,自治会との定期会合自治会との定期会合

・第二段階の例・第二段階の例::環境報告書を基にした説明環境報告書を基にした説明,,意見交換意見交換

・第三段階の例・第三段階の例::ＰＲＴＲデ－タに基づくリスクに関する意見交ＰＲＴＲデ－タに基づくリスクに関する意見交換等換等

リスクコミュニケーション（地域説明会）

の取り組み

報告順序 ５．



リスクコミュニケーションの取り組み開始リスクコミュニケーションの取り組み開始
’’０５年に第一段階の取り組みを次の３０５年に第一段階の取り組みを次の３っのっの視点から行なった。視点から行なった。

１．地域とのコミュニケーション

春のリクリェ春のリクリェ‐‐ションに地域住民の方々を招ションに地域住民の方々を招

待待 し工場見学会を実施し工場見学会を実施

２．環境活動の公表

環境報告書の公表の拡大（県，町，消防署環境報告書の公表の拡大（県，町，消防署

学校～）学校～）

３．地域との交流・貢献
行政・地域・学校等の行事への積極参加，

地域行事への援助,グランドの開放,地域に
隣接する施設の清掃，工場見学，中・高

校の体験学習の受入れ等

報告順序 ５．



リスクコミュニケーションリスクコミュニケーション
’’０５年開催した第一段階の結果と課題０５年開催した第一段階の結果と課題

１．第一段階の取り組み結果 “地域住民の皆さんの参加が少なかった”

● 招待した地域の皆様は数名の参加に留まりました。

● 交流が途絶えていたブランクと，常日頃の交流の大切さを痛感しました。

２．第一段階の課題への取り組み。“地域との交流と全社的な活動へ”

● 地域の皆さんに「誘い合って」参加いただくよう交流を継続する。

● リスクコミュニケーションの全社教育を行い全社活動へ。

３．第一段階における意思決定 “’０５年度の課題を改善し継続する”

● 毎年春のレクリェ－ションをリスクコミュニケーションの定期開催日とする。

● 今回実施の課題を改善し継続する。

● 第二･三段階への準備を行なう。（リスク対する理解を深め合う準備を行なう。）

報告順序 ５．



第一段階の課題 「リスクコミュニケーションを「リスクコミュニケーションを

全社の活動に」全社の活動に」 部課長研修会・環境教育風景

報告順序 ５．

環境教育資料

PRTR制度の目的

化学物質の数が膨大で，化学物質による環境影

響の科学的解明が十分でないこと等から，事業者

による自主的な化学物質の管理活動を改善･強化

し環境の保全を図ることを目的に，PRTR制度が

導入された。

環境教育資料

リスクコミュニケーションの必要性

環境リスクをどのように管理すべきかなどについて

は，市民や事業者，行政などの様々な関係者が，

化学物質のリスクに関する情報を共有しつつ，お

互いの立場を尊重して相互理解を深めるためのコ

ミュニケーションの場を設定することが重要となり

ます。



’’０６年度の活動０６年度の活動‐Ⅰ‐Ⅰ

（地域への発信）（地域への発信）

川俣小学校５年生と共に

ではモータを作ってみよう

町の側溝清掃への参加風景

モ－タはどうして回るのかな

地域隣接地の整備状況

活動は地域への発信と，社内の整備の両面から取り組みました。活動は地域への発信と，社内の整備の両面から取り組みました。

地域への発信では，環境円卓会議・県事例発表会，意見交換会で化学物地域への発信では，環境円卓会議・県事例発表会，意見交換会で化学物

質管理状況の発信，また，地域との対話を進めるため，環境報告書を各質管理状況の発信，また，地域との対話を進めるため，環境報告書を各

家庭を訪問し手渡しする等の活動を重ねました。家庭を訪問し手渡しする等の活動を重ねました。

小学生を対象に 「川俣こども科学館」の開催 （好評で継続）・ 川俣町聚渓会で当社社長が「企業と環境」と題

し講演を行なう等地域との交流が深まったことを実感できるようになった。

環境省主催ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

円卓会議で発表

子供地球サミット

地域主催の広瀬川源流探訪へ参加

報告順序 ５．



’’０６年度の活動０６年度の活動‐Ⅱ‐Ⅱ
（内部の整備）（内部の整備）

“地域説明会の充実に向け計画的に社内の準備にも取り組む。”

’０５～’０６に防災・耐震対策の再構築・周辺の環境整備を行ない
地域の皆さんに安心感を持って頂ける活動も重ねてまいりました。

防災体制の再構築 規定・体制・全社訓練

防災・耐震面から老朽建屋の更新・再配置

地域隣接地の整備・遊休地の公園化

報告順序 ５．



リスクコミュニケーションリスクコミュニケーション
’’０６年に開催した第二・三段階の結果０６年に開催した第二・三段階の結果

’０６年４月，工場に隣接する皆さんを招待し地域説明会

を開催し前回を上回る７名の方に参加を頂きました。

● 環境施設の案内・化学物質の説明，化学物質使用職

場を案内した。

●説明会では。

・ 近所に住んでいて何を作っているか解らなかったが

参加して良かった。

・ 環境や地域に気配りをしていることが解った。

・ 音や臭いもないし今のところ問題は感じていない。

・ 地域に隣接する工場の側溝等清掃は続けて欲しい

等意見が出されました。

●今度は隣の人も「さそって来っかんない。」との言葉

を頂き，また一歩進んだことを実感した。

● 説明会後花見に参加頂き交流した。

春のレクリェ－ションに参加風景

（当日は雨で工場内での開催）

春のレクリェ－ションに参加風景

（当日は肌寒く工場内での開催）

化学物質管理板で説明している姿

報告順序 ５．



今後の課題と取り組み今後の課題と取り組み

● 地域説明会を継続し充実を図ります。

・ 地域の対象者を拡大します。工場隣接の地域から輪を広げます。

・ 更に化学物質のリスクについて具体的に説明を行ないます。

● 行政，関係機関，地域との連携強化を図ります。

・ 行政・関係機関に参加を頂きます。

・ 環境・防災上のリスクを想定し連携強化を図ります。

● 良き企業市民を育成します。

● 中小企業の仲間と交流を図ります。

・ 今回の受賞は取り組み途上ではありますが，地道な努力が評価されたものと思います。受賞は

プレッシャ－でもありますが，これから取り組まれる中小企業の皆さんのモデルになれるよう活

動を続けてまいります。

報告順序 ６．

受賞を契機に更に行政・地域と共有し

化学物質の管理に努めてまいります。



SEIKI

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

川俣精機株式会社

Tel： 024‐565‐3111
富田工場


